
伸　　　び　　　率　  （ 　％ 　）

歳　 出　 計 （ 千　円 ） （ Ａ ）

訳

内

出

 節　（　番　号　＋　名　称　） 

歳

一　  　　般　 　　財  　　 源

そ　　　　　　の　　　　　　他

地　  　　　　方　 　　　 　債

県 　 　　支 　　　出  　　 金

歳　  入　  計　 （　 千　 円　 ）

訳

内

源

【手段（事業内容・どのようなことを行うのか）】

【事業開始のきっかけや他市の状況など】【めざす姿（意図・どのような状態になるのか）】

事業期間

事業の区分

目項
根拠法令

総合計画実施計画策定及び行政評価シート

款
会計

事務事業名

総合計画体系

要求区分
予 算 科 目

■事業費

財
国　 　庫　 　支　 　出　 　金

対象年度

事業

担当課係等

【対象（だれに対して・何に対して行うのか）】

【事業をとりまく環境の変化】

考

備

予算事業名

8,049
1,948

550
400

1,182
56

6,468
1,738
1,606

149

R06年度

22,146

9,209

0

0

0

12,937

22,146

4,410
1,686

960
264

1,242
28

6,090
1,562

0
50

R07年度

         -26.43

16,292

6,514

0

0

0

9,778

16,292

総合計画103ページ　予算書203ページ

平成29年度に国史跡として追加指定された2筆（1913.89㎡）の公有化
を30年度に実施し、30年度をもって、ほぼ全域の公有地化が完了し、
令和2年度に保存活用計画、令和4年度に整備基本計画を策定した。今
後も定期的に保存整備委員会を開催し、史跡整備についての協議を行
う。また、令和4年度から令和6年度に発掘調査を実施し、令和7年度
から整理作業及び報告書作成を実施している。

○史跡の維持管理
○保存整備委員会開催(1回)
○史跡整備に係る発掘調査・遺物整理・報
 告書作成（遺構図面デジタル化委託他）

【令和 8年度　事業内容】
○史跡の維持管理
○保存整備委員会開催(1回)
○史跡整備に係る発掘調査・遺物整理・報
 告書作成（遺構図面デジタル化委託他）
○結城廃寺跡の総括報告書の刊行

【令和 9年度　事業内容】
○史跡の維持管理
○保存整備委員会開催(1回)
○史跡整備に係る発掘調査・遺物整理、基
 本設計(結城廃寺跡指定地内）作成の検討

【令和10年度　事業内容】

○遺跡整備に向けた各種計画の策定
・保存整備委員会を開催し、各種計画の内容を検討する。
・保存活用計画（令和2年度策定）、整備基本計画（令和4年度策定）
、史跡整備基本設計・実施設計を策定する。
○整備区域内の発掘調査等の実施
・史跡整備等に伴う発掘調査、整理作業、報告書作成を実施する。
○史跡公園として整備
○史跡の維持・管理
・史跡が整備されるまでの間、除草作業等の維持管理を行う。

結城廃寺跡整備事業

金額 ( 千円 ) 金額 ( 千円 )

国指定史跡結城廃寺跡附八幡瓦窯跡

21

結城廃寺跡整備事業費

主要事業

01
10

継続　（　　  年度～令和17年度）

文化財保護法、補助金等に係る予算の執行

 の適正化に関する法律

結城廃寺跡の全容を解明するための、昭和63年度に発掘調査に着手。
平成14年度に国指定史跡に指定され、将来、史跡公園として保存活用
を図るため、平成20年度から指定区域の公有化に着手した。

05

国指定を受けた史跡の公有化により、史跡を将来に向けて安定的に保
存していく。史跡公園として整備し、本市の歴史教育や観光事業に寄
与するとともに、市民の憩いの場として利用できる拠点施設を形成す
る。

06

令和 8年度

01 報酬
03 職員手当等
07 報償費
08 旅費
10 需用費
11 役務費
12 委託料
13 使用料及び賃借料
14 工事請負費
18 負担金補助及び交付金

未来を担う子どもと　生き生きした市民を育む地域を目指そう

生涯学習環境の充実と市民が誇れる芸術文化の創造

郷土の文化財の保存と活用 生涯学習課

文化係

経常経費



１次評価（１次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））

２次評価（２次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））

種類

■指標

成果

目標

実績

実績

実績

実績

■事業評価

■方向性

指 標 名 単 位

目標

目標

活動

指標

目標

指標

管理課連絡欄

R06年度 R07年度 R08年度

       1.00        0.00        0.00

     474.00        0.00        0.00

史跡公園として整備するにあたり、整備方法や展示方法の協議を行う。

これまで未解明であった伽藍建物跡や窯跡等を検出するために発掘調査を実施する。

       1.00        1.00        0.00

     500.00        0.00        0.00

保存整備委員会の開催

発掘調査の実施

■拡充（人・モノ・カネ等の拡充）　□改善改革しながら継続　□現状のまま継続（改善・改革なし）　□統合・新規事業への展開
□縮小　□休止　□廃止・終了　□予定どおりの要求　□一部改善の上要求　□今回は見送り　□その他の処置

導入可能な文化庁以外の補助事業を調査検討し、市財政負担の軽減を図りながら、整備基本計画に基づき、史跡公園としての整備及び
ガイダンス施設・駐車場のための指定区域外の土地の公有化も進めていく。

□拡充（人・モノ・カネ等の拡充）　□改善改革しながら継続　□現状のまま継続（改善・改革なし）　□統合・新規事業への展開
□縮小　□休止　□廃止・終了　□予定どおりの要求　□一部改善の上要求　□今回は見送り　□その他の処置

上記評価のとおり

回

㎡

Ａ 必要性は高い

Ａ 妥当である

方向性の具体的内容

企画調整会議の意見・考え方（１次評価者と同じ場合も記入）

Ａ 妥当である

Ａ 改善の余地はない

Ａ 偏りは見られない

Ｂ どちらとも言えない

Ｂ どちらとも言えない

必要性

妥当性

効率性

公平性

有効性

進捗度

総合評価

対応策提言等

史跡を将来にわたり安定的に保存し活用を図るため、史跡の内容確認を行うことは最も適
切な方法であり、その成果をもって、史跡公園として整備・公開していくことが最も有効
な方法である。

国指定史跡の保存・活用は、行政が責任をもって行うべき事業である。

国指定史跡の発掘調査・整理作業・整備等は、行政が主体となって実施するよう、国及び
県からの指導がある。

現状の手段が国史跡での事業としては一般的であり、問題は見られない。

史跡の保存を図るとともに、史跡公園として整備し公開していくことは、本市のみならず
、地域全体においても有益である。

整備開始までの土地の維持・管理にコストがかかる。

保存活用計画及び整備基本計画を策定し、史跡整備に向けて発掘調査・整理作業を進めて
いる。

史跡地内の公有化はほぼ完了している状態ではあるが、整備に伴う発掘調査や過年度調査の整理作業を完了するまで、整備に着手する
ことはできないため、史跡整備の完了までは、さらに時間がかかる見込みである。そのため、史跡整備に着手するまでの、史跡地内の
土地の維持・管理の効率化が必要である。

史跡公園としての整備を推進するため、保存整備委員会を開催し、整備に向けて協議を行っていく。また、整備着手を早めるため、史
跡地内の発掘調査や測量、整理作業・報告書作成など、史跡整備に向けて必要な業務を実施していく。

事業の必要性

実施主体の妥当
性

手段の妥当性

コストの効率性
・人員効率

受益者の偏り

成果向上の余地

事業の進捗

上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください

この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか

       1.00        0.00        0.00

       0.00        0.00        0.00

発掘調査の成果を、調査報告書として刊行する。
       1.00        0.00        0.00

       0.00        0.00        0.00

発掘調査報告書の刊行 冊

令和 6年度行政評価シート


